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   犬山市いじめ問題対策連絡協議会規則  

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、犬山市附属機関設置条例（平成２８年条例第３  

 ６号）第８条の規定に基づき、犬山市いじめ問題対策連絡協議会（  

 以下「協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものと  

 する。  

 （目的）   

第２条  協議会は、犬山市立学校設置条例（昭和３９年条例第１１  

 号）第２条の規定により設置した小学校及び中学校（以下「市立小  

 中学校」という。）におけるいじめ問題に対する指導の適正化を図  

 ることを目的とする。  

 （所掌事項）  

第３条  協議会は、次に掲げる事項を所掌する。   

 (1) いじめ問題全般の指導のために必要な関係事項等についての研  

  究及び情報交換に関すること。  

 (2) いじめ問題全般の該当児童生徒の指導についての研究及び情報  

  交換に関すること。  

 (3) 個別ケースのいじめ問題等についての情報交換に関すること。  

 (4) 個別ケースの該当児童生徒の指導についての役割分担に関する  

  こと。  

 (5) 個別ケースの指導経過についての対応研究及び情報交換に関す  

  ること。  

 （委員）   

第４条  協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委  

 嘱する。  

 (1) 学識経験者  

 (2) 学校関係者  

 (3) 団体関係者  

 (4) 市職員  

 （会長及び副会長）   

第５条  協議会に、会長及び副会長を置く。   

２  会長及び副会長は、委員の互選により定める。  

３  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  
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４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を  

 代理する。  

 （招集及び議事）   

第６条  協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長

が在任しないときの会議は、教育委員会が招集する。   

２  協議会の会議は、定例会及び臨時会を開く。とし、定例会は２回

開く。  

３  協議会が必要があると認めるときは、学識経験者、学級担任その

他いじめ問題等の関係者に出席を求め、説明又は意見を聞くことが

できる。  

４  いじめ重大事案の報告があった場合は、この協議会をもって事務

者的な検討作業を行う。   

 （部会）   

第７条  協議会は、いじめ重大事案の報告があった場合において、い

じめ重大事案に関する問題の危険性について実務的な検討作業を行

うため、当該いじめ事案の発生した市立小中学校に部会を設置する

ことができる。   

 （庶務）   

第８条  協議会の庶務は、教育部学校教育課において行う。  

 （雑則）  

第９条  この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事

項は、会長が別に定める。  

   附  則  

１  この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

２  第５条第２項の規定にかかわらず、廃止前の犬山市いじめ問題対  

 連絡協議会設置要綱（平成２６年４月１日施行）に基づく犬山市い  

 じめ問題対策連絡協議会の会長又は副会長であった者は、この規則  

 の施行の日に協議会の会長又は副会長として定められたものとみな  

 す。  
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【犬山市いじめ問題への組織的な体制】

重大事態への再調査機関

市議会

第３０条第３項

市長
重大事態 第28条第1項・30条第3項

重大事態への対処及び再調査
議会への報告

犬山市いじめ調査委員会 ※１

第３０条第１項

重大事態の報告 調査結果の報告

犬 山 市 教 育 委 員 会

犬山市いじめ問題対策連絡協議会 実務者会議 ※2

第１４条第１項に準じる会議 状況の把握と

実務者会議の開催 対応の検討

第２３条

第２項 第２４条

いじめの 支援･指示・ 第３０条

有無報告 自ら調査 状況等を報告 第５項

必要な措置

市内小中学校 第２８条

第２３条 第３項

校内いじめ対策委員会 いじめ防止基本方針 第６項 学校への

（第２２条に準じる会議） （各校が設定） 連携 指導・支援

犬山警察

いじめ事案 重大事案

第２３条第３項 第２３条第３項

指導 支援･助言 第２８条第２項

第２３条第５項 第２３条第５項 事実関係等情報提供

情報共有 情報共有

いじめた児童生徒及びその保護者 いじめを受けた児童生徒及びその保護者

※ 表中の条項については、いじめ防止対策推進法の条項による

※１ 【仮称】犬山市いじめ調査委員会

想定される構成員：民生児童委員・一宮児童相談C・弁護士・犬山警察署・家児相・青少年センター

スクールカウンセラー 等 事案に応じて検討

※２ 実務者会議の構成員：協議会委員に加えて、当該学校の関係職員

※３ 連携の趣旨 ： いじめは学校教育だけで解決するものではない。家庭・地域すべての大人が子ども

を見守り、導いていく環境が大切である。子どもたちが自らの居場所を感じる環境を

地域ぐるみで作っていく。何かあったときチームで考え解決する、何かを始めるとき

知恵を貸してくれる連携体制を築いていきたい。
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【参考資料】関係機関連絡先

○ 犬山市教育委員会 学校教育課 ０５６８－４４－０３５１
○ 犬山市青少年センター ０５６８－４４－０３５３
○ 犬山市家庭児童相談室 ０５６８－６２－４３００

法務省・法務局関係
○ ２４時間子供ＳＯＳダイヤル ０５７０－０－７８３１０（なやみ言おう）
○ 法務省インターネット人権相談 https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101.html
○ 子供の人権１１０番 ０１２０－００７－１１０

警察関係
○ 愛知県警 ヤングテレホン ０５２－９５１－７８６７
○ 犬山警察署 ０５６８－６１－０１１０

児童相談所関係
○ 児童相談所全国共通ダイヤル １８９ （いちはやく）
○ 愛知県一宮児童相談センター ０５８６－４５－１５５８

民間関係
○ 日本いのちの電話 ０１２０－７８３－５５６（なやみ こころ）
○ チャイルドライン ０１２０－９９－７７７７（１８歳までの子供専用）
○ チャイルドラインあいち ０５２－８２２－２８０１



犬山市いじめ防止基本方針

平成２８年４月

犬山市
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はじめに

いじめは、子どもの心身の健全な発達に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、子ども

の人権に関わる重大な問題です。

本市では、これまでも、いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題であり、どんな

小さないじめも見逃さないという共通認識に立ち、日頃から児童生徒の理解に努め、一人一人

の小さなサインを見逃さず、迅速かつ適切に対応できる体制づくりなど、いじめ問題に取り組ん

できました。 こうした中、国においては、「いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以

下「法」という。）及び「いじめ防止等のための基本的な方針」が制定され、本市においても、「犬

山市いじめ防止基本方針」（以下「いじめ防止基本方針」という。）を策定することとなりました。こ

のいじめ防止基本方針を基に、学校の内外を問わず、児童生徒が安心して学習その他の活動

に取り組むことができるよう、いじめの防止等に一層努めます。

第１ いじめの防止等に関する基本的な考え方

いじめは、どの学校でも起こり得る問題であり、どの児童生徒もいじめの被害者にも加害者に

もなり得ることから、全ての児童生徒に関わる問題です。全ての児童生徒が安心して学校生活

を送り、さまざまな教育活動の中で自らの力を伸ばしていくためには、いじめの防止等（「いじめ

の未然防止」「いじめの早期発見」「いじめに対する措置」「いじめの再発防止」）に取り組むととも

に、いじめを生み出さない学校の風土をつくることが大切です。「いじめは絶対に許さない」という

基本理念に立ち、すべての児童生徒の人権を守るために、いじめの撲滅を目指します。

学校、教育委員会、家庭、地域、その他関係機関と連携して、「いじめをしない、させない、見

逃さない、繰り返さない」ための取組を積極的に展開し、子どもたち一人一人が大切にされてい

るという実感をもつとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自

信を身に付けることができるよう努めます。そして、命の大切さを実感し、自分も、仲間も、周囲

のすべての人たちを大切にできる児童生徒を育てます。

第２ いじめの定義

「いじめ」とは、法により、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍する等、

児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるものを含むこととする）であって、当該行為の対象となった児童

生徒が心身の苦痛を感じているもの」とされています。

【一定の人間関係 ： 同じ学校、学級や部活動、塾やスポーツクラブ等、学校の内外を問わ

ず、当該児童生徒が関わっている仲間や集団などの関係。】

【心理的又物理的な影響 ： 身体的な影響、嫌なことを無理矢理されたり、何かを隠されたり、

金品をたかられたりすること】

第３ いじめに対する基本的な考え方

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、「いじめ」には多様な様態があることを考慮

し、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うことが必要です。

また、「いじめ」の認知については、特定の教職員のみによることなく、「学校におけるいじめ防

止等の対策のための組織（「いじめ・不登校対策委員会」等）」を活用し、組織的に判断すること
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が求められています。なお、いじめのうち、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ

るおそれがあるものは、教育的な配慮や被害者の意向を配慮した上で、早期に警察に相談し、

連携した対応をとることが必要です。

第４ いじめへの対応と取組

子どものいじめ防止等に関する各関係者が、いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止等

に対する施策を定めて実施するとともに、連携して取組の充実を図ります。

１ いじめの未然防止

○ 市は、各学校が、いじめ問題への適切な対応ができるよう、必要な措置を講じ、いじめか

ら児童生徒を守り、いじめを生み出さない学校づくりを支援します。

○ 各学校は、全ての児童生徒が教職員や友人との間に信頼関係を育むことを通して、いじ

めのない学校づくりに努めます。

○ 各学校は、道徳教育や体験活動等の充実を図り、児童生徒の人間関係をつくる力を育

てるとともに、コミュニケーション能力の向上に取り組むことにより、いじめの未然防止に努

めます。

○ 保護者は、子どもの教育において第一義的責任を有するものであり、子どもがいじめを

行うことのないよう、自他の命を大切にする心や他を思いやる心を育て、規範意識を身に付

けさせること等に努めます。

○ 地域社会には、学校、家庭と連携し、社会全体で子どもたちを見守り、育てていく役割が

期待されます。そのため、地域、学校、家庭が協働して、子どもたちのさまざまな体験活動

や人と関わり合う活動を支援します。

２ いじめの早期発見

○ 市は、いじめに悩む子どもや保護者の問題解決に向けての対応を積極的に進めます。そ

のための相談窓口として、青少年センターや家庭児童相談室の効果的な活用を図ります。

○ 各学校は、教育相談体制を充実し、児童生徒が相談しやすい環境を整え、いじめの早期

発見に努めます。また、各中学校及び拠点となる小学校に派遣されている県スクールカウ

ンセラーと連携を図り、適切な問題解決に当たります。

○ 各学校は、研修等を通じて、全ての教職員がいじめに対する共通理解をもち、適切に対

応できるよう、指導力の向上を目指します。

○ 保護者は、日頃から子どもとのコミュニケーションを図り、悩みや想いに寄り添うよう努め

ます。子どもがいじめを受けた場合やいじめに関わっていると気づいた場合は、子どもをい

じめから守るために、また子どもにいじめをさせないために、学校、関係機関等と連携して

適切な措置を行います。

３ いじめに対する措置

○ 市は、学校のいじめへの対応や問題の解決に向けて、指導・助言を行い、適切に措置が

講じられるよう支援します。

○ 各学校は、いじめを認知した場合やその疑いがある場合は、特定の教職員で問題を抱え
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込むことがないよう、迅速かつ組織的に対応します。

○ 保護者は、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめ防止等の取組に対し

て、必要な協力を行います。

４ いじめの再発防止

○ いじめは解決したと思っても再発したり、別の事案が発生したりすることがあります。各学

校は、いじめを受けた子どもはもちろん、いじめを行った子どもも継続して見守り、定期的に

面談やアンケート調査等を行い、再発防止に努めます。

第５ 犬山市としての取組

市は、いじめの防止等については、学校、家庭、地域、関係機関等と連携し、力を合わせて社

会総ぐるみで対応していきます。

１ 犬山市いじめ問題対策連絡協議会

○ 教育委員会は、いじめの防止等に関する機関の連携を図るため、学校、教育委員会、P

ＴＡ、犬山警察、臨床心理士、学識経験者等の関係者を構成員とする「犬山市いじめ問題対

策連絡協議会」を設置します。

○ 「犬山市いじめ問題対策連絡協議会」では、いじめ防止等に関する機関のいじめの問題

への取組状況を検証・協議し、いじめ防止対策の一層の充実を図ります。また、いじめの防

止等に関する取組が、犬山市いじめ防止基本方針に基づき、実効的に行われているかを

点検し、今後の取組や施策の充実に生かします。

２ 教職員の資質の向上

○ 市は、いじめの防止等のための対策が適切に行われるよう、児童生徒を見つめる「眼」

や「感性」を養うための教職員研修や、小さなサインを見落とさないためのチェック

シートの活用等、研修の充実を図ります。

○ 過去の事例の検証や対応についての研究・検討を行い、職員間で情報を共有すると

ともに、必要に応じて保護者や地域に発信します。

○ 教育委員会は、収集･把握した事例を基に有効な対応や手立てについて各学校に指

導・助言し、情報共有を進めるとともに、未然防止・早期発見・再発防止に向けて教

職員の意識の高揚を図ります。

３ インターネットを介したいじめに対する対策の推進

○ 市は、インターネット上のサイト等における誹謗中傷などのトラブルに児童生徒が巻き込

まれることを未然に防ぐために、インターネットの利用に関する指導等、情報モラル教育を

充実します。とりわけ、スマートフォンや携帯電話によるＳＮＳの適切な使用については、学

校・家庭・ＰＴＡ・教育委員会が連携して児童生徒に働きかける取組を進めます。

○ 市は、警察や法務局の専門機関と連携し、有害情報等を検索・監視するための取組を強

化をします。
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第６ 学校としての取組

○ 各学校は、いじめはどの児童生徒にも、どの学校でも起こり得る問題であることを踏まえ

て、「学校いじめ防止基本方針」を策定しています。この「学校いじめ防止基本方針」に基づ

き、市教育委員会、家庭、地域、関係機関等と緊密な連携を図り、いじめの未然防止、早期

発見、いじめに対する適切な措置等について組織的に取り組み、いじめのない学校づくりを

目指します。

○ 各学校は、学校間の連携を図り、児童生徒についての情報を共有するとともに、状況の

把握や改善に努めます。

第７ 地域社会での取組

○ 地域社会全体が、児童生徒の様子に目を向け、積極的に声をかけることで未然防止

を図るとともに、学校や保護者との連絡をとるようにします。

第８ 重大事態への対処

○ 学校は、重大事態が発生した場合は、教育委員会に事態発生について報告をします。

○ 市は、教育委員会及び学校から重大事態の報告を受けた場合、その事案の調査を行う

第三者委員会（「犬山市いじめ調査委員会」）を速やかに設置し、対処します。

○ 学校が調査を行う場合、校内に設置している「学校におけるいじめの防止等の対策のた

めの組織」（「いじめ・不登校対策委員会」等）を中心に調査や対応を行います。

○ 教育委員会は、必要に応じて出席停止の措置や、児童生徒及び保護者からの要請が

あった場合には、転校などの措置をとり、状況の改善を図るとともに、安心できる環

境の確保に努めます。






